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３月の予定 子育て支援センター

まちからのおしらせ
主な内容

・子育て支援センター

・くらしのカレンダー ほか

３月 ４日(水) すくすく広場

７日(土) 園庭開放日

１１日(水) すくすく広場

１２日(木) 園庭開放日

１４日(土) 園庭開放日

１８日(水) すくすく広場

２１日(土) 園庭開放日

２５日(水) 園庭開放日

２８日(土) 園庭解放日

時 間 午前１０時から

(一時保育は午前８時３０分～午後４時３０分)

場 所 和束保育園

問合せ 子育て支援センター(和束保育園内)

☎ ７８－２１５６

子育てサロン マザーズ＆キッズ

相楽休日応急診療所診療体制

受付時間 午前８時３０分

～お昼１２時３０分

診療時間 午前９時００分～

場 所 相楽会館内

(京都府山城南保健所となり)

◆３月・４月の診療科目(急に変更になる場合があります。）

◆症状によっては診察できない場合や、京都山城

総合医療センターを紹介する場合があります。

受診前には電話でお問い合わせください。

◆問合せ 相楽休日応急診療所(相楽会館内）

診療所直通 ☎ (０７７４）７３－９９８８

・日時

・場所

・対象者

・持ち物

・参加料

・問合せ

３月１２日(木)・２６日(木）

午前１０時～正午

和束町社会福祉センター

１階相談室・老人室

０歳児以降の未就園児と保護者、

妊婦さんも参加できます

サロンの持ち物は特にありませんが

こどもに必要なもの等は各自用意

無料

社会福祉協議会 ☎７８－３３１２
＊日程は都合により変更する場合もあります。

＊特別企画など上記日程以外で別途開催する

場合があります。

小児科

内科

内科

小児科

内科・小児科

内科・小児科

内科

内科・小児科

内科・小児科

内科・小児科

内科

３月 １日(日)

３月 ８日(日)

３月１５日(日)

３月２０日(金・祝)

３月２２日(日)

３月２９日(日)

４月 ５日(日)

４月１２日(日)

４月１９日(日)

４月２６日(日)

４月２９日(水・祝)

毎月１回（第１火曜日）行政相談日を設

けてい ます。気軽にご相談ください。

日 時： 令和２年３月３日(火)
午後１時３０分～午後３時３０分

場 所： 役場第１相談室

問合せ： 総務課 ☎７８－３００１(直通)

原付バイクなどを友人や知人に譲ったり、業者に

売ったりして、廃車手続きをまだ済ませていない人

はいませんか。軽自動車税は、４月１日現在で登録

されている原動機付自転車、軽二輪、軽自動車など

を対象に課税されます。そのため実際に所有してい

ない場合でも、廃車などの手続きをしないと税金が

かかってしまいます。

【届出先】 役場： 和束町ナンバーのバイク・

ミニカー・トラクター

京都運輸支局： 京都ナンバーのバイク

軽自動車検査協会： 軽自動車

【問合せ】 税住民課 ☎７８-３００５（直通）

バイクなどの廃車手続きはお早めに

行政相談日
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２月号では４月から始まる登録不要型の本人通知制度について通知の対象外等についてお知らせ

しました。

今回は、通知の内容・方法・時期等についてお知らせします。

本人通知は住民のみなさん（または本籍人）の住民票等（住民票・戸籍謄抄本（除籍も含みます）・

戸籍附票）を第三者※1に交付したときに、住民のみなさん（または本籍人）に交付の事実を通知する

制度です（第三者への交付を差し止めたり、交付請求者の氏名、住所等をお知らせするものではあり

ません）。

【通知の内容】

① 交付年月日

② 交付証明書の種別（戸籍謄本・戸籍附票）

③ 交付枚数

④交付請求者の種別（本人等の代理請求・第三者請求）

【通知の方法】

本人または法定代理人に対し、住民登録上の住所に通知書を郵送します。

【通知の時期】

交付日の翌月末に発送します。

※このような通知が不要な方はお申し出ください。登録し発送いたしません。

通知の対象となる証明書・・・戸籍謄抄本・戸籍附票

住民票は令和３年４月１日からの実施を予定しています（令和３年３月３１日までは事前登録型を

継続します。）

※１ 第三者とは 〇本人からの委任状を持参した代理人

〇自己の権利行使や義務の履行に必要な者

〇職務上請求書を利用する８士業（弁護士、司法書士、行政書士、税理士など）

いよいよ４月から登録不要型（戸籍謄抄本・戸籍附票）の本人通知制度が始まります。

これらの不正請求・不正取得の抑止力をさらに高めるために実施するものです。みなさんのご理解、

ご協力をお願いします。 税住民課 ☎７８－３００５（直通）

『本人通知制度』一部登録不要となります

日 時：２０２０年３月１６日（月） １０：３０～１３：３０

場 所：社会福祉センター1階

対象者：小学校入学までの親子、妊婦さん 託児あり

参加費：1組300円（材料費）

持ち物：エプロン、三角巾、手ふきタオル、ふきん

申込み：役場福祉課 ☎７８－３００６（直通）

締め切り：3月9日（月）

子育てクッキング

みんなで楽しくお料理しませんか？離乳食期のお子さんの食事も大人から
とりわけながら作ります。ぜひお子さんと一緒にご参加下さい。

デコレーションライス
スープ
デザート

メニュー
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今年は、第38回京都府茶品評会・第73回関西茶品評会・第74回全国
茶品評会が開かれます。

和束町は、京都府を代表する煎茶の主産地として、生産者と一体と
なった取り組みを展開し、多数の出品と上位入賞を果たして、「煎茶の
本場和束町」を名実ともに確立してきました。

しかしながら近年は、各品評会において手摘みによる出品が上位入
賞を独占する状況となっています。

こうしたことから、和束町茶業のさらなる発展のために、手摘みによる

出品を計画しておりますが、摘み子さんの確保に大変苦労しています。

和束町の基幹産業である茶業振興のために、みなさんのご協力をお願

いします。

和束町の茶生産農家では、基幹産業のお茶を晩霜被害から守るために防霜
ファンを導入し、春先から茶刈り時期までの防霜対策に努められています。

今年も新茶の季節を迎え、町内各地で防霜ファンの運転が始まっています。住
民のみなさんには何かとご迷惑をおかけしますが、「和束茶」の振興と発展のた
めご理解とご協力をお願いします。

また、４月１日から５月３１日の間、霜注意報が発令された日は、午後４時と午
後５時の２回、各区の公民館等に設置している防災行政無線の屋外スピーカー
から１分間、サイレンの吹き鳴らしを行います。

このサイレンの吹き鳴らしを「火災」とお間違えのないようご注意ください。

農村振興課 ７８－３００８（直通）

農林水産大臣賞・産地賞を目指して
「摘み子さん募集」

和束町出品茶推進委員会・和束町・京都やましろ農業協同組合和束町支店

● 申込 先 和束町出品茶推進委員会（役場農村振興課内）まで
☎ ７８－３００８ (直通）

●申込期限 令和２年４月下旬
●摘採時期 ４月下旬からの予定 （登録者には、後日連絡いたします。）

●出品茶摘採期間中は、傷害保険に加入します。

防霜ファンの運転について
～ご理解とご協力を～
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和束町出品茶推進委員会では、京都府を代表する煎茶の町としての名声を高めるため、全国並び
に関西茶品評会での上位入賞を目指して出品の集約や奨励などに取り組んでいます。

この茶品評会は、単に茶の製造に対する技術的な一面のみを競うに留まらず、こうした品評会に出
品することによって、茶どころとしての和束町の名を全国に広め、そして、上位入賞を果たすことは、
茶産地としての名声と優位な販売に結びつけることができる絶好の機会です。

近年、各茶産地では、全国並びに関西茶品評会を良質茶生産の振興と産地銘柄を高めるための
絶好の機会と位置づけ、産地ぐるみで積極的な出品体制が取られ、その結果として産地間の品質格
差が少なくなってきています。茶農家のみなさんにおかれましては、こうした本委員会の取り組みをご
理解いただきまして、令和２年度、第74回全国茶品評会（鹿児島県）、第73回関西茶品評会（奈良県）、
第38回京都府茶品評会への積極的な出品をお願いいたします。

（１）出品者資格及び出品茶
ア 出品者は、茶栽培を行う荒茶生産

農家及びその組織する団体とする。

イ 出品できる茶は、出品者資格を有
する者が自ら生産したものである

こと。
（３）出品申込先

和束町出品茶推進委員会

（事務局：役場農村振興課内）
☎ 78－3008(直通)

（４）申込の受付 4月末まで随時

（２）出品茶種等 単位：kg

( )内は、全国茶品評会

工場内では各機械がスムーズに可動するか、運転時に異常な音がしないかを確認し
ましょう。また、消耗品の交換や機械可動部分への適量な注油を行うとともに、清掃を
して食品製造工場にふさわしい清潔さを保つように心がけましょう。

さらに、工場周辺の重油配管からの重油漏れを防ぐため、点検や整備に努めましょう。
油は水に混ざらず、少しの量でも広範囲に広がります。もし川に流れ出た場合、下流域
の水道事業者や漁業組合への補償金が必要となることもあります。

また、食品衛生法が改正され、農薬の残留が禁止されています。農薬の使用に関す
る規制が大幅に強化され、健康や生活環境、農産物の安全性の確保に対する社会的
関心も高まっています。農薬の使用にあたっては、使用基準を必ず守ってください。

農村振興課 ７８－３００８（直通）

製茶工場内と周辺施設の
準備は万全ですか

令和２年度は、全国茶品評会が鹿児島県
関西品評会が奈良県で開かれます。
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令和２年度ホームページバナー広告募集中

春を知らせるうぐいすの

鳴き声がすぐ近くで聞こえ

てくるようになりました。

まちにまった季節の到来

です。

やわらかな日差しをうけ、

心もからだもちょっと開放

してみるのもいいですね。

和束町ホームページのトップページにバナー広告を掲載しませんか。

◆バナー広告枠数 10枠 （10枠になり次第募集終了）

◆掲載料金 1枠につき月額2,000円

◆広告掲載期間 1ヶ月を単位とし、最大12ヶ月を限度とする。

（受付は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年度受付を基本とし、年度途中から申込み

であっても最大の受付満了日は3月31までの受付となります。）

◆バナー広告の規格等 (1)画像の大きさ 縦45ピクセル×125ピクセル

(2)画像の形式JPEG形式または、GIF形式(透過GIF不可)静止画像

◆広告主の責任

バナーによりリンクされたホームページの内容の問合せやその内容に起因する苦情等につ

いて、町は一切対応しないとともに責任も負いません。住民からの問合せ、苦情等には、誠

意と責任を持って対応できるようにしてください。

◆その他

「和束町ホームページバナー広告掲載要綱」「和束町ホームページバナー広告表現ガイド

ライン」「和束町ホームページバナー広告掲載基準」「和束町ホームページバナー広告申込

書」は和束町総務課に備え置いていますのでお越しください。

また、和束町ホームページからもダウンロードすることができます。

http://www.town.wazuka.ｌｇ.jp/

◆問合せ 総務課地域情報係 ☎７８－３００１（直通）

漏水チェックをしましょう

水道使用量がいつもと比べて多いときは、目に見えない

場所から漏水している可能性があります。漏水は水道メ

ーターで簡単にチェックすることができます。

漏水チェックの方法

パイロットが回転

していないか確

認しましょう。

漏水していたときは、止水栓を閉め、和束町指定給水装置工事事業者

に修理を依頼してください。

水を無駄なく大切に使うためにも、こまめに漏水チェックをしましょう。

◆問合せ 建設事業課上下水道係 ☎７８－３００７（直通）
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日
付

曜
日

古紙
回収

日
付

曜
日

古紙
回収

16 月 中 1 水

17 火 原山 2 木 園
別所

18 水 白栖 3 金

19 木 4 土

20 金 門前 5 日

21 土 6 月 中

22 日 7 火 東
別陽

23 月 8 水

24 火 9 木 下島
釜塚

25 水 10 金 南
撰原

26 木 11 土 石寺

27 金 12 日

28 土 13 月

29 日 14 火 杣田

30 月 15 水 白栖

31 火

くらしのカレンダー
3月 4月

行事案内 行事案内

子育てクッキング(社セ/1０:30～)
すこやかファイト教室
 (老福セ/13:30～)

いきいき元気塾(老福セ/13:00～)

すくすく広場(支援セ/10:00～)
すこやかファイト教室
 (老福セ/13:30～)

園庭開放日(支援セ/10:00～)
いきいき元気塾(老福セ/13:00～)

園庭開放日(支援セ/10:00～)
おもちゃ図書館
 (保育園/10:00～12:00)

園庭開放日(支援セ/10:00～)
おもちゃ図書館
 (保育園/10:00～12:00)
送る会・ミニ運動会
 (こども館/14:00～)

シニアライフサポート学級
 (老福セ/10:00～)

園庭開放日(支援セ/10:00～)
行政相談(役場/13;30～)

乳児相談(社セ/13:15～)
シニアライフサポート学級
 (老福セ/10:00～)

すくすく広場(支援セ/10:00～)

税住民課証明交付業務時間延長日
 (17:15～19:00)

 
いきいき元気塾(老福セ/13:00～)
楽しくスリム運動教室(社セ/13:30～)
無料交通事故相談
 (木津総合庁舎/9:00～)

園庭開放日(支援セ/10:00～)

共同浴場無料開放日
マザーズ＆キッズ(社セ/10:00～)
いきいき元気塾(老福セ/13:00～)
楽しくスリム運動教室(社セ/13:30～)

 
園庭開放日(支援セ/10:00～)
おもちゃ図書館
 (保育園/10:00～12:00)

人権相談(ふセ/13:30～)

園庭開放日(支援セ/10:00～)
おもちゃ図書館
 (保育園/10:00～12:00)

税住民課証明交付業務時間延長日
 (17:15～19:00)

すくすく広場(支援セ/10:00～)
すこやかファイト教室
 (老福セ/13:30～)

国民健康保険税納期限(第10期)
後期高齢者医療保険料納期限(第9期)

(時間は24時間表示です)(時間は24時間表示です)

略
称

体
セ
:
体
験
交
流
セ
ン
タ
ー

支
援
セ
:
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

こ
ど
も
館
:
い
き
い
き
こ
ど
も
館

古紙回収略称
別陽・・・別所陽光台

開室時間 午前 9：00～12：00
午後13：00～16：30

*休室 月・火・祝日(土・日を除く)

体験交流センター図書室開室日

貸出 水・金・土・日

略
称

ふ
セ
:
人
権
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

社
セ
:
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー

老
福
セ
:
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
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